
■図表１ 枠組みの見直しに伴う法律の題名・用語の変更

下請法  取適法 

下請代金支払遅延等

防止法 

→ 製造委託等に係る中小受

託事業者に対する代金の

支払の遅延等の防止に関

する法律 

親事業者 → 委託事業者 

下請事業者 → 中小受託事業者 

下請代金 → 製造委託等代金 

出所：公正取引委員会資料をもとに電機連合作成 

電機連合＠見える化通信 Vol.１６８（２０２５.１２） 「見える化通信」では、難しそうで見えづらい政策課題の中身を月に一回紹介します。

 

近
年
、
労
務
費
や
原
材
料
費
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
費

の
上
昇
が
続
く
中
、
中
小
受
託
事
業
者
が
委
託

事
業
者
（
※
１
）
に
対
し
て
価
格
へ
の
反
映
を
申

し
入
れ
て
も
、
十
分
な
協
議
が
行
わ
れ
な
い
事

例
が
多
く
み
ら
れ
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
①
法

律
上
は
、
価
格
改
定
の
申
入
れ
に
対
し
て
一
方

的
に
代
金
を
据
え
置
く
行
為
も
、
法
律
上
の
「
代

金
の
決
定
行
為
」
に
該
当
す
る
と
さ
れ
て
お
り
、

実
質
的
に
価
格
転
嫁
が
進
み
に
く
い
状
況
が
あ

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

ま
た
、
②
委
託
事
業
者
と
の
取
引
関
係
へ
の

影
響
を
懸
念
し
、
価
格
交
渉
の
要
請
や
違
反
行

為
の
申
告
を
た
め
ら
う
中
小
受
託
事
業
者
が
い

る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
買
い
た
た
き

や
協
議
に
応
じ
な
い
代
金
の
決
定
行
為
な
ど
は

従
来
か
ら
禁
止
行
為
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
現

場
で
は
価
格
交
渉
の
機
会
自
体
が
十
分
に
確
保

さ
れ
な
い
事
例
も
見
ら
れ
ま
す
。 

さ
ら
に
、
従
来
の
下
請
法
で
は
、
情
報
成
果
物

の
作
成
や
役
務
提
供
と
い
っ
た
取
引
も
対
象
と

さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
委
託
取
引
の
多
様
化
が

進
む
な
か
で
、
取
引
条
件
の
妥
当
性
が
分
か
り

に
く
い
場
合
や
申
告
先
が
限
ら
れ
て
い
た
こ
と

か
ら
、
③
相
談
や
申
告
の
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
と

受
け
止
め
ら
れ
る
事
例
も
あ
り
ま
す
。 

 

※
１
：
委
託
事
業
者
と
は
発
注
側
の
事
業
者
の
こ
と
。
旧

下
請
法
で
は
「
親
事
業
者
」
。
中
小
受
託
事
業
者

と
は
発
注
を
受
け
る
側
の
中
小
企
業
・
事
業
者
の

こ
と
。
旧
下
請
法
で
は
「
下
請
事
業
者
」
。 

 

こ
う
し
た
問
題
の
解
消
の
た
め
に
、
２
０
２

６
年
１
月
に
施
行
さ
れ
る
「
中
小
受
託
取
引
適

正
化
法
（
取
適
法
）
」
で
は
、
従
来
の
下
請
法
の

枠
組
み
を
見
直
し
（
図
表
１
）
、
中
小
受
託
事
業

者
の
利
益
保
護
と
取
引
の
公
正
化
を
よ
り
広
く

確
保
す
る
た
め
の
整
備
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

             
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

委
託
事
業
者
に
対
す
る
禁
止
行
為
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ま
で
の
買
い
た
た
き
、
減
額
、
返
品
、

購
入
・
利
用
強
制
な
ど
に
加
え
、
代
金
の
支
払
遅

延
の
禁
止
や
、
協
議
に
応
じ
な
い
一
方
的
な
代

金
の
決
定
行
為
の
禁
止
が
明
確
化
さ
れ
ま
し
た

（
図
表
２
）
。 

ま
た
、
違
反
行
為
を
申
告
し
た
こ
と
を
理
由

と
す
る
不
利
益
な
取
扱
い
（
報
復
措
置
）
に
つ
い

て
は
、
従
来
か
ら
禁
止
さ
れ
て
い
る
行
為
で
あ

る
こ
と
を
前
提
に
、
申
告
先
と
し
て
公
正
取
引

委
員
会
に
加
え
、
事
業
所
管
省
庁
の
主
務
大
臣

が
位
置
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
相

談
・
申
告
の
選
択
肢
が
広
が
り
、
申
告
し
や
す
い

環
境
が
整
備
さ
れ
ま
し
た
。 

な
お
、
同
法
の
適
用
対
象
は
、
従
来
で
は
製
造

委
託
、
修
理
委
託
、
情
報
成
果
物
の
作
成
、
役
務

提
供
と
さ
れ
て
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
新
た
に
、

運
送
委
託
（
物
流
分
野
）
が
加
え
ら
れ
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
資
本
金
基
準
に
加
え
従
業
員
数
基
準

を
導
入
し
、
委
託
事
業
者
・
中
小
受
託
事
業
者
の

区
分
を
よ
り
実
態
に
即
し
て
整
理
し
ま
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

              
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

こ
れ
ら
の
見
直
し
を
通
じ
て
、
中
小
受
託
事

業
者
が
自
ら
の
付
加
価
値
に
見
合
っ
た
対
価
を

得
や
す
く
な
り
、
価
格
転
嫁
の
円
滑
化
や
、
賃
上

げ
・
投
資
の
原
資
確
保
に
つ
な
が
る
こ
と
が
期

待
さ
れ
ま
す
。
電
機
連
合
は
、
適
正
な
価
格
転
嫁

と
公
平
な
取
引
環
境
の
実
現
に
向
け
、
引
き
続

き
取
り
組
ん
で
い
き
ま
す
。 

価
格
交
渉
を
阻
む
３
つ
の
問
題 

一
方
的
な
代
金
決
定
の
禁
止
、 

 

相
談
・
申
告
の
選
択
肢
拡
大

 

中小企業では価格転嫁が進まず、適正利益の確保ができない状況が長引いています。2026年施行の 
取適法は、こうした状況を踏まえ、構造的な価格転嫁を進め、適正取引を促す重要な制度改正です。 

電機連合 政策部門 

■図表２ 法改正の主な内容 

項目 内容 

禁止行為の追加 ・「協議に応じない一方的な代金決定」

を禁止 

・「手形払」等を禁止 

適用対象の拡大 ・対象取引に「特定運送委託」を追加 

・適用基準に「従業員基準」を追加 

面的執行の強化 ・事業所管官庁に指導・助言権限を付与 

その他 ・製造委託の対象物品に金型以外の型

等が追加 

・書面交付義務について、電子メール

などの電磁的方法による方法も可能 

出所：公正取引委員会資料をもとに電機連合作成 


